
議   第  １０４  号   

令和 ５ 年 ６ 月１６日提出 

 

   熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第１１条第１項中「一の年度」を「年度」に改め、同条中第４項を第５項とし、第

３項の次に次の１項を加える。 

４ 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）第２条

に規定する職員（臨時的に任用される者その他の法律により任期を定めて任用され

る者（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）を除く。）その他人事委員会規則で

定める者については、第１項中「一の年（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

年度。以下この項において同じ。）」とあるのは「９月１日を初日とする１年（以

下「特定期間」という。）（第３号の規定により与えられるものにあっては一の年、

定年前再任用短時間勤務職員にあっては一の年度）」と、「一の年において」とあ

るのは「当該期間において」とし、同項第２号中「当該年」とあるのは「当該期間」

とし、第２項中「５日」とあるのは「１２日」とし、第３項中「当該年の翌年」と

あるのは「当該特定期間の次の特定期間（第１項第３号の規定により与えられた年

次有給休暇にあっては、当該年の翌年）」とする。 

 第１５条第３項中「（昭和２９年条例第１８号）」を削る。 

 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（以下「新

条例」という。）第１１条第４項の規定は、この条例の施行の日以後に与える年次

有給休暇から適用し、同日前に与えた年次有給休暇については、なお従前の例によ

る。 

３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員であ

って新条例第１１条第４項に規定するものは、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、同項の規定を適用する。 

 

 （提出理由） 

  教育職員等に係る年次有給休暇の取得期間を見直すため、所要の改正を行う必要

がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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